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研究成果の概要（和文）：　国立大学の教員養成系修士課程は教職大学院へ移行することとなったが、教職大学
院は、疲弊する自治体財政下で派遣されてくる現職教員に依存している。大学院における現職教員の受入れ、自
治体から大学院に対する現職教員の派遣に関する人事過程を実証的に分析した結果、以下の知見が得られた。教
職大学院が都道府県外から派遣されてくる現職教員に少なからず依存し、派遣教員数の増減可能性を留保してい
る自治体が存在している。また、学校管理職の育成に関心が集中しがちな教職大学院に対し、自治体では教科指
導の方法に主な関心があるなど、需給調整のシステム化が不完全になっている。

研究成果の概要（英文）：  Graduate school of professional development of teachers is increasing 
among national universities in Japan, and face constraints in terms of monetary resources of local 
public entity. This report focuses on policy approaches for strengthening the teacher workforce, 
with emphasis on recruitment and training. 
  The results from our empirical analysis indicate mismatched trends in labor market for teachers. 
First, we found that all the national graduate school in education, as the supply side of teacher 
training, plan into graduate school of professional development of teachers. On the demand side, 
most education boards are to keep their current plan of teacher training at graduate schools. 
Second, most graduate schools of professional development of teachers provide little incentives for 
employment test or teacher personnel assignment. Finally, there is a mismatch between teacher 
education’s courses at graduate schools and boards of education’s plans for recruitment and 
training.

研究分野： 教育学（教育社会学）

キーワード： 教職大学院　教員養成　専門職学位課程　ガバナンス
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
 国立大学における「ミッションの再定義」
を契機とした教職大学院の新増設は、自治体
に対して、さらなる現職教員を学生あるいは
実務家教員として大学院に派遣するよう求
めるものである。このことは同時に、大学院
学生として大学側が受入れる現職教員の定
員管理、大学院で教育を担当する実務家教員
の在り方が、部分的に自治体の裁量に委ねら
れることを含意する。 
教職大学院の目的の１つに掲げられた、将

来の管理職を含めた学校・地域の中核的・指
導的な役割を担うスクールリーダーの育成
や、専門性に関する基準策定による教員養成
の高度化などは、これまで一部の学協会や研
究者がくり返し要請してきた。だが、国立大
学に設置された教員養成系の修士課程を教
職大学院主体の組織体制へ移行していくこ
とを求めた中央教育審議会「教職生活の全体
を通じた教員の資質能力の総合的な向上方
策について」（2012 年５月 15 日）に対し、需
給バランスを危うくするとの意見が教育関
連の学協会から提出されている。 
教職大学院は地方自治体から派遣されて

くる現職教員に学生募集定員の充足を依存
し、実務家教員が現職教員である大学院学生
に指導するなど、地方自治体の派遣人事に関
わる派生的な問題を抱えている。ここからは、
教職大学院への現職教員派遣の需要と供給
をめぐる人事過程に注目した分析と考察が
不可欠になる。 
 
２．研究の目的 
 
教職大学院の新増設が功を奏するために

は、自治体との間で需給バランスをいかに保
っていくかが看過できない課題となる。すな
わち教職大学院の需給調整能力は、教員とし
ての力量形成を含めた大学院自体の制度設
計のみならず、疲弊する自治体財政下で教職
大学院に派遣する現職教員をどのように措
置するかに依存するようになる。専修免許状
を取得する機会の拡充を図ることを目的と
して、教育公務員特例法等の一部を改正する
法律（平成 12 年 4 月 28 日法律第 52 号）に
より、大学院修学休業制度が創設されている。
ただし、休業中の教員は身分を保有するもの
の、給与が支給されないなど、大学院修学休
業制度を利用しようとするインセンティブ
は弱い。 
国立大学における教職大学院への一斉移

行を控え、急ぎ解明されるべき課題として、
(1)教育委員会からの教職大学院に対する需
要がいかなるものであるのか、(2)教職大学
院の需供バランスを均衡させる受給調整が
どこまでシステム化されているのか、(3)人
材育成の需要に応じた教員養成プログラム
の供給がいかにして可能になるのか、の３点
が挙げられる。本研究課題では、大学院にお

ける現職教員の受入れ人事、自治体から大学
院への現職教員の派遣人事過程に注目し、大
学と自治体を対象に実施した調査から得ら
れたデータを用いた分析を通して、教職大学
院の拡充政策が日本の教員養成システムに
いかなるガバナンスの変容をもたらすのか
を予測する。 
 
３．研究の方法 
 
国立大学における教職大学院への移行を

促す政策動向が教員養成システムに与える
影響について検討するため、「大学院におけ
る教員養成の定員管理・人事方策に関する調
査」（以下、「大学院調査」と略記）および「大
学における教員養成の定員管理・人事方策に
関する調査」（以下、「大学調査」）を実施し
た。前者の大学院調査は、都道府県教育委員
会、政令指定都市・中核市教育委員会および
教育学研究科、教職研究科等、教育学専攻等
のある研究科を設置する大学を選定し、質問
紙調査として実施した。教育学部、教育学
科・教育学専攻のある学科等を設置する大学
については、大学調査を合わせて実施するこ
とで、教職大学院一斉移行をめぐる私立大学
の経営上の課題や経営判断を捉えるよう努
めている。 
大学院調査および大学調査は、いずれも

2014 年 11 月 25 日に調査票を発送し、回答期
限として設定していた３月９日の時点で調
査票が未回収となっている大学、教育委員会
宛に催促状を送付した。2015 年４月末日まで
に返送された調査票についてチェックを行
い、97 通を有効票としてデータ入力した。調
査票の回収状況は、表１に示す通りである。
有効回収率は研究科約 18％、学部約 27％、
都道府県教育委員会約 32％、政令指定都市教
育委員会約30％、中核市教育委員会３約23％
と、いずれも決して高くない。教職大学院に
ついては、2014 年度時点で開設されている国
立大学 19 校と私立大学６校に調査票を送付
し、10 通（国立大学９通、私立大学１通）を
回収している。 
 
表 1 調査票の回収状況 
 配票数 有効 

回収数 
有効 

回収率（％）

研究科 164 30 18 

学部 135 36 27 

都道府県教委 47 15 32 

政令指定都市教委 20 6 30 

中核市教委 43 10 23 

全 体 590 124 21 

 
４．研究成果 
 
これまでの分析から得られた知見は、概ね

次のように要約できる。 
(1)2014 年度から４年以内に、国立大学の

教員養成系大学院は教職大学院へ一斉移行



する。また、既設の教職大学院は、立地する
都道府県内から派遣される現職教員だけで
なく、都道府県外から派遣されてくる現職教
員に依存している部分が相対的に大きい（表
2a、表 2b）。 
 
表 2a 都道府県内からの受入れ状況（2014 年） 

 中央値 平均値 標準偏差 

教育学研究科 8.0 8.6 2.64 

教職大学院 15.0 26.1 31.52 

その他 0.0 0.7 0.87 

F値 4.241* 

                           *p＜.05 

 
表 2b 都道府県外からの受入れ状況（2014 年） 

 中央値 平均値 標準偏差 

教育学研究科 0.0 0.0 － 

教職大学院 1.0 9.9 23.96 

その他 0.0 2.4 5.08 

F値 1.017(0.911) 

注）（ ）は t値。 

 
(2)自治体の多くは、派遣する現職教員の

数を現状のまま維持し続ける見通しである
ものの、現職教員の派遣数を増減する可能性
を留保しているケースも若干ではあるが存
在する（図 1）。また、採用試験に合格した者
に対する名簿登載期間の延長が大学の側に
浸透しつつあるが、大学院修了後に管理職や
行政職へのキャリア形成、給与面などの処遇
に繋がっているケースはごく少ない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 教職大学院派遣の運用見通し 
 
(3)教員採用１次試験の免除や別枠による

選考のように、教職大学院での教育訓練を能
力のシグナルとみなしている自治体が存在
する。ただし、給与面などの優遇措置はごく
少数でしかなく、教職大学院のプレミアムは
限定されている（表 3）。 
 
表 3 大学院新規修了者に対する優遇措置 
 1 次試

験免除 
別枠選
考 給与面 初任研

免除 
都道府県 0(0) 0(0) 2(18) 1(9) 

政令指定都市 1(17) 1(17) 1(17) 0(0) 

中核市 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

χ2  3.802  3.802 1.933 1.603 

注）（ ）はパーセント値。 

(4)いずれの自治体も教科指導や生徒指導
を担う人材育成に概して留意しているが、都
道府県教委や中核市教委がスクールリーダ
ーの育成に留意しがちであるのに対し、政令
指定都市教委ではスクールリーダーの育成
には消極的である（図 2a、図 2b）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2a 大学院派遣の目的（都道府県） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2b 大学院派遣の目的（政令指定都市） 
 
以上の知見から、教職大学院一斉移行から

派生する将来的な変化に関して、次のような
予測が導かれる。第１に、入学定員が小さい
教職大学院、都道府県外からの派遣に依存し
ている度合いが大きい教職大学院において、
定員管理が不安定化する。第２に、教職大学
院の供給する教育訓練を通した能力のシグ
ナリング過程が自治体間で異なることから、
現職教員をめぐる需要と供給の間に定量的
のみならず、定性的なミスマッチをもたらす。
第３に、教職大学院一斉移行から生じるミス
マッチは政令指定都市で生じやすく、裁量権
の大きな自治体が教職大学院に対して優位
に立つことで、教員養成のレジームを支える
権力の重心は大学から離れ、中央政府と地方
政府の中間へとシフトする。 
教職大学院一斉移行は、教員養成システム

の高学歴化を進める要素があるものの、政策
誘導によって発生するプレミアムが限られ
ている。教員養成のレジームは、教育をサー
ビス分野として開放することで、権力の重心
をますます大学から遠ざけるだろう。サービ
ス貿易協定のような通商政策において、初等
教育から高等教育段階に至るまで、教育はサ
ービス分野とみなされている。サービス貿易
協定を通して、教育領域のような公共セクタ
ーをサービス分野として開かれた市場に開
放すれば、教職をめぐる能力のシグナリング
過程に、ローカルやナショナルな位相ばかり
でなく、グローバルな位相から新たなガバナ
ンスの変容がもたらされる。 
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